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平成25年度に行われる調査区域

　なお、境界の確認作業のため、必ず立会い日まで
に境界付近の刈払いをお願いします。

①土地の境界確認と杭打ち

②一筆調査には必ず立ち会いを

今年度の調査地区

地籍調査

①地区説明会
②一筆地調査（杭打ち）
③測量
④面積測定
⑤地籍簿・地籍図の作成
⑥本閲覧
⑦知事の認証（国土交通大臣の承認）
⑧登記所送付
※皆さんにご協力いただくのは①②⑥です。
　その都度通知します。
※①から⑧までに約２年かかります。

■ お問い合わせ先　税務課地籍調査係　℡６２－１１１１（内線１６２・１６３）

地籍調査はこのようにして進められます


